




要約:ハイリスク児出生の実態把握と追跡管理体制の構築を行う上で、現在実施されてい

る、保健婦による訪問指導の実態を調査し、その現状と問題点を検討した。調査方法は、

大阪市の保健所 24 力所にアンケート調査をおこない、その結果を集計した。大阪市の人

口はおよそ 258 万人で、市内 24 力所の保健所で実施される家庭訪問は 1 年間でおよそ 4

万件であった。そのうち新生児家庭訪問は約 6.5 千件、未熟児家庭訪問は 1.5 千件であり、

全家庭訪問に占める割合は、それぞれ、16.6%、3.7%となった。さらに、極低出生体重児

の家庭訪問の対象者はおよそ120 名であった。極低出生体重児対象者の把握は未熟児養育

医療給付の申し込み、あるいは病院からの退院連絡票により行われていた。一方、対象者

の状態に関しては、病院からの退院連絡票により把握されていた。極低出生体重児の家庭

訪問を実施する上での問題点としては、退院連絡票による病院と保健所間の連絡体制か一

定していなため、家庭訪問時の指導内容か明確でない、転居などのため家族と連絡がとれ

ないなどの点が指摘された。今後極低出生体重児を含め、すべてのハイリスク児の退院後

追跡管理を実施するためには、医療施設と保健所間の連絡体制の構築か必要と思われた。


